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同上

特定優良賃貸住宅等の建設及び管理の改善命令

　特定優良賃貸住宅等とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、中堅所得者等の居住の
用に供するため、住宅供給公社が本市から供給計画の認定を受けて建設した賃貸住宅をいいます。
　市長は、認定事業者が認定を受けた供給計画に従って特定優良賃貸住宅等の建設又は管理を行っていない
と認めるときは、当該認定事業者に対し、改善命令を行う場合があります。

①特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第10条
②地域優良賃貸住宅制度要綱第15条
③特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）制度要綱第21条の4

①特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第10条
②特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の運用について（平成５年７月30日建設省住管発第４号・建
設省住建発第110号）記の４の(3)
③地域優良賃貸住宅制度要綱第15条
④特定優良賃貸住宅等供給促進事業（大阪市住宅供給公社）制度要綱第21条の4


